




農業機械オペレーター研修 
 

【研修受講対象】 

・生協職員、リンクス職員 

 

【期間】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【研修対象機械】 

・トラクター 

（ブロードキャスター） ・・秋処理、春耕起 

（ハロー）       ・・代かき 

（ウイングモアー）   ・・畦畔草刈り 

・田植え機    ・・・・・・田植え 

・コンバイン   ・・・・・・稲刈り 

・軽トラック   ・・・・・・各種運搬 

・積載車     ・・・・・・乗車型農業機械の輸送 

・籾摺り乾燥機  ・・・・・・籾摺り、フレコン詰作業 

///////////////////////////////////////////////////////// 

・その他 

（籾種温湯処理） 

（苗箱作業「土入れ・籾播き・苗被覆資材撤去」） 

 

 

【サポートセンター⇔生協⇔リンクス⇔コープ有機 各間での確認事項】 

 ・2025 年冬までは研修対象期間とし、2026 年春より他圃場へのヘルプ作業も引き受けていく。 

 ・作業圃場の選定と該当日の機械確保および管理はサポートセンターの業務とする。 

 ・2026 年春以降において、他圃場での作業を行う場合、依頼農家（圃場主）との打ち合わせは 

サポートセンターが担当する。 

・依頼農家との間で発生する発注・請求などの事務処理はサポートセンターが担当する。 

 ・サポートセンターは依頼農家から払い込まれる金額〇〇を業務を担当した職員が所属する 

組織へ支払うものとする。 

 

 

【研修を受ける職員の処遇】 

 ・研修期間およびヘルプ作業時間について、基本、拘束時間は９時間とし、間で１時間の休憩を取得

するものとする。 

 ・1 日作業の場合は昼食費用の補助を支給 

 ・複数日にまたがって作業を行う場合は、朝・昼・夕の食事費用の補助を支給。ただし初日と最終日

に関しては一部を支給する。 

例）３日間の連続研修もしくは勤務の場合（初日は午後より勤務、最終日は夕方で終了） 

  １日目（夕食支給対象）２日目（朝・昼・夕食支給対象）３日目（朝・昼食支給対象） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 



【未着手の項目】 

・実際に他圃場へヘルプに入る場合の条件（コープ自然派への出荷確約や日時の調整、委託費用の処

理方法など） 

・もともとコープ自然派へ出荷いいただいている農家さんとそれ以外の農家さんとの設定に差を持た

せるのかどうか。 

・技術取得の状況評価を誰が・いつ・どの様に行うのか 

・使用機械の故障や破損および事故時の補償（対人対物） 

・リンクス職員が従事する場合、配送手当などの通常配送業務で付与される手当の取扱い 

・宿泊および移動にかかる費用 

・リンクス職員が従事する場合、通常配送業務をどのように埋めるのか 

・事業としての目標や計画などはどこで立てるのか 


